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これからのグローバル化社会及び国際化社会においては、様々な国籍、世代の人たちと共に生活し

ていくことになります。そのような社会においては、自ら課題を発見し解決する力、コミュニケーショ

ン能力、物事を多様な観点から考察する力、様々な情報を取捨選択できる力などを身に付けることに

より、世界の人々と豊かに交流することにつながっていきます。

平成21年に実施されたPISA調査

の結果においては、読解力について、

必要な情報を見付け出し取り出すこ

とは得意であるものの、情報相互の

関係性を理解して解釈したり、自ら

の知識や経験と結び付けたりするこ

とが苦手であると指摘されています。

また、平成21・22年度全国学力・学

習状況調査では、資料や情報に基づ

いて自分の考えや感想を明確に記述

すること、日常的な事象について、

筋道を立てて考え、数学的に表現す

ることなどに課題が見られました。

以上から、「相手が理解できるように、筋道を立てて考え、分かりやすく表現し、問題を解決して

いく力」すなわち「論理的思考力・表現力」が求められているといえます。「論理的思考力・表現力」

を育むためには、事実等を正確に理解した後、それを自分の知識や経験と結び付けて解釈することに

よって自分の考えをもつこと、さらにその自分の考えについて、理由や立場を明確にして説明するこ

となどを通じて、自分の考えを深めていく学習を、各教科等において学校教育全体を通じて推進して

いくことが極めて重要です。

質問51：学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、

文章を書いたりするのは難しいと思いますか。

「平成21・22年度 全国学力・学習状況調査結果」



〈参考資料〉小・中学校学習指導要領 文部科学省、言語活動の充実に関する指導事例集～思考力、判断力、表現力等の育成に向
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論論論理理理的的的思思思考考考力力力 ･･･表表表現現現力力力ののの育育育成成成 ――クク
問題解決的な学習において、児童・生徒一人一人が筋道を立てて考え、十分に発想を広げることにより見方を

た後、自己や他者の考えが本当に正しいか、その妥当性や信頼性を検証する「クリティカル・シンキング」を取

今回は、児童・生徒一人一人が事実等を多面的・多角的に考察し、「クリティカル・シンキング」を通して論

目標を

論理的に自己の考えをもつ

妥当性･信頼性のあ

○ 目標を設定し追究

○ 設定した視点に応

切に取り出すように

○ 問題解決的な学習

生徒に解決に向けた

す。

○ 事実等を知識や経験と結び付けて解釈し、自分の考えをもつようにします。

○ 自分の考えについて、探究的態度をもって事実と意見、原因と結果などの関係を意識し、明

確に説明します。

○ 多様な情報を取り出し、それらの妥当性や信頼性を吟味したり、異なる視点から検討したり

して振り返るようにします。

批判的思考とも呼ばれ、他者の考えを認識しつつ自己の考えについて前提条件

やその適用範囲などを振り返るとともに、他者の考えと比較、分類、関連付けな

どを行うことで、多様な視点からその妥当性や信頼性を吟味し、考えを深めるこ

とです。

＜ポイント＞ ・事実と意見を区別する

・目標や課題を意識する ・根拠を吟味する

・多面的な視点で考える ・論理的な考えで整理する

クリティカル･シンキング

クリティカル・シンキングによって自己の考えを捉え直し、より

様々な情報から筋道を立てて、論理的に自己の考えをもつ

魚の漁獲量は

近年減少して

きている。

漁獲量と消費量に

差があるのに魚が

不足していない。

魚の消費量は

ここ数年大き

な変化はない。

事実認識
（比較･関連･総合）

日本は、魚を外国から輸入しているかもしれない。

日本は、外国とのつながりを大切にする必要がある。

自己の考え

公正な判断

だから

多様な考えから妥当性
考え

妥当性・信頼性のある考

出し、表現する際にも発表

かりやすく表現することが

日本は、外
必要があり
なぜなら、
量が減って
国から輸入
れていると

けて～ 文部科学省、「児童・生徒の学力向上を図るための調査」東京都教育委員会
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育育成成 ―――クククリリリテテティィィカカカルルル ･･･シシシンンンキキキンンングググををを通通通しししててて―――
広げ、自己の考えを深めていくことが大切です。見方を広げ、考えを深めるためには、事実等を正確に理解し

り入れることが重要です。

理的思考力・表現力を高めていく指導のポイントについて特集します。

平成24年２月29日発行〔第３号〕

実践事例：小学校 第５学年 社会科 「私たちのくらしを支える水産業」設定する

様々な視点から自己の考えを捉え直す

る考えを表現する

の視点を明確にします。

じて事実から情報を適

します。

過程を設定し、児童・

意識をもつようにしま

○ 意見交換等で色々な考えや意見があることに気付くことができるようにします。

○ 考えには根拠や前提条件に違いや特徴があることに気付くことができるようにします。

○ それぞれの考えの異同を整理し、自分の考えや他者の考えを様々な視点から多面的に捉える

ことができるようにします。

資料を基に解決する課題を見出す

日本の漁獲量は、全体的に

少なくなっている。

私たちの食料を確保するた

めには、今後我が国は、

どうすればよいか？

深めることにより、論理的思考力・表現力の育成につながります。

意見交換等により様々な視点から考え、
自己の考えを捉え直す

考えの捉え直し 教師の支援友達の考え

漁業はもうやめて、
他の産業に力を入れ
たほうがいいよ。

様々な食料の消費量
を調べてそこに占め
る魚の消費の割合を
探してみましょう

消費者の立場から

【根拠の明確化】
漁業を本当にやめてしまっ
ていいのかな？ 理由は何？

水産業の中の養殖業の
割合を調べてみましょう

水産業の内訳から

魚の消費量は変わっ
てないから養殖でま
かなっていけるよ。

【根拠の比較】
本当にそうかな？
日本の産業に占める漁
業の割合と比べた？

【根拠情報の量】
本当に養殖だけでまかなっ
ていけるのかな？
データが少なすぎないかな？

・信頼性のある
を導き出し、表現する

えを論理的、批判的に導き

やレポートなどで他者に分

重要です。

国とのつながりを大切にする
ます。（結論）
漁獲量が減っているけど消費
いないということは、魚を外
していることによりまかなわ
考えるからです。（根拠）
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〈授業力向上シリーズ３〉 小小小・・・中中中学学学校校校にににおおおけけけるるる日日日本本本のの伝伝

平成24年２月29日発行〔第３号〕

〈参考資料〉小・中学校学習指導要領解説 総則編 平成20年８・９月 文部科学省 日本の伝統文化理解教育推進モデル地域

日本の伝統・文化理解教育指導資料「日本の伝統・文化理解教育の推進」平成20年12月東京都教育庁指導部 日本

近年、家庭や地域社会において子供たちが日本の伝統・文化に触れたり経験したりする機会が減っていると言
郷土に誇りと愛着をもち、自分が地域の一員として伝統・文化を継承していく心を育て、日本人であるというアイ
各学校においては、日本の伝統・文化理解教育のねらいを明確にし、実現できるよう、家庭・地域社会と連携

化理解教育を推進するための視点と実際の指導について特集します。

目 標
国際社会に生きる日本人としての自覚と誇りを養うとともに、

多様な文化を尊重できる態度や資質を育む教育を推進する。

目指す
○自
○自
○他

⑤体験的な学習の充実
●実感の伴った伝統･文化の理解
●外部講師、地域等の様々な施
設を活用

④実生活との関わり
●伝統・文化の発生と継承につ
いての考察

●現在の自分の生活との関わり
についての考察

③学習過程の工夫
●衣食住や遊びなど、身近な題
材の活用

●現代の文化についての学習

①学校全体での取組
●推進者養成研修や校内研修等
の実施

●各学校の特色に応じた全体計
画の作成

●家庭や地域社会との連携

日本の伝統・文化理解教
育の推進のためには次の５
つの視点が大切です。
今回は特に各教科等との

関連を中心にした指導事例
について紹介します。

推進の視点

【小学校第6学年：「地域に伝わ

実際の指

②各教科等との関連
●各教科等の指導内容の抽出
●各教科等の指導内容の実施時
期と方法、相互の関連の考慮

●取り上げる伝統・文化の特質
に応じて関連する学習を効果
的に組み合わせた実施

道徳 資料「もうひとつの塔」4-(7)先人の苦労や

○薬師寺西塔の再建について苦心した話について考え
そこで自分たちの地域の歌舞伎についての体験を想

「地域に伝わる歌舞伎のひみつ

【ねらい】・地域の伝統芸能を知りその一端を体験することで、地域文
・地域の伝統・文化に触れ、自分の生活を豊かにすることが

【活 動】

第１次

「地域に伝わる伝統・文化について知る」
○地域の文化について話し合う。
○地域の歌舞伎を体験する。
○体験した歌舞伎について話し合う。

総合的な学習の時間

伝統・文化の
継承への気付き
と郷土愛

第２次

「地域に伝
について

○郷土資料館
について調
○歌舞伎につ
ンタビュー

地域で毎月、
練習している
のだけれど、
参加する人が
減ってきてい
るんだよ。

江戸の人たちも歌舞伎を
楽しんでいたんだよね。

私たちの地域
では、どうし
て歌舞伎がう
まれ、今に伝
わっているの
かな。

○学習問題をつくる。
「歌舞伎はなぜ今に伝わっているのだろうか。」

歌舞伎には
いろいろな
和楽器が使
われていた
ね。演奏して
みたいな。

音楽科 「日本の伝統的な音楽を楽しもう」

○和楽器や民謡
・歌舞伎で使われていた楽器を想起し、和楽器「三味線」「太鼓」等につ
器の特徴を意識しながら演奏し日本の音楽の伝統的なリズムを感じる。
・地域に伝承されているわらべうたや民謡を歌ったり、人々に長く親しま
る音楽を鑑賞したりして伝統的な音楽について関心を深める。

伝統・文化への興味・関心
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るる日日本本本ののの伝伝伝統統統・・・文文文化化化理理理解解解教教教育育育ののの推推推進進進

域事業報告 平成21年11月あきる野市教育委員会

本の伝統・文化理解教育指導資料「日本の伝統・文化理解教育の実践」平成21年２月東京都教育庁指導部

言われています。そこで今、子供たちが日本の伝統・文化の価値や意義を理解するとともに、自分の生まれ育った
イデンティティを確立する教育を推進していくことが必要です。
携を図りながら、学校の教育活動全体で計画的な指導を展開することが大切です。本ページでは、日本の伝統・文

児童・生徒像

分の身近な地域や自国の伝統・文化の価値を理解し、誇りに思える児童・生徒
国の伝統・文化を世界に発信できる資質や能力をもった児童・生徒
国の伝統・文化を理解し尊重するとともにお互いに文化交流ができる児童・生徒

わる歌舞伎」を扱った事例】

指導では

や努力

え、昔から伝わる優れた技術を守り、後世に伝えていく思いに触れ、
想起し自己の生き方を見つめ直す。

つを探ろう」

文化への理解を深め郷土に対する愛着を育てる。
ができる。

わる伝統･文化
調べる」
館等で地域の歌舞伎
べる。
いて地域の方にイ
をする。

第３次

「地域の伝統・文化を守り伝える
ためにできることを考える」

○調べたことをまとめて発表する。

この歌舞伎は、私たち
の地域の昔の生活の様

子を演じています。

自分ができるのは、まず
地域の伝統文化を知り、
楽しみながら参加するこ
とだと思いました。

私たちも
参加できるの
ですか。

ついて楽

まれてい

社会科 「江戸の町と歌舞伎を楽しむ人々」

○町人文化
・江戸幕府が政治を行った時代の町人の文化に興味
をもつ。
・歌舞伎を楽しむ人々が増え、なぜ歌舞伎が庶民の
間に広まったのか調べる。

伝統・文化についての理解

【小学校第５学年：
「食文化」を扱った事例】

○伝統・文化のこれからの課題について
考える。

特別活動
「児童会活動・委員会活動」
○飼育栽培

社会科
「我が国の農業
や水産業」
○我が国の農業

理 科
「生命のつなが
り植物の発芽」
○生命・成長の
喜び

社会科
「歴史的分野 地理的分野」
○身近な地域の歴史
○和紙や墨などの地域の特産品

技術・家庭科
「技術とものづ
くり木工等で学
ぶ技術」
○生活や産業の
中で果たして
いる役割

美術科
「表現 毛筆文
字の美しさ表現
法」
○表現形式や新
たな表現法な
ど創造的な表
現

【中学校：「毛筆」を扱った事例】

「米飯及びみそ汁の調理」
○食の大切さを知る

家庭科

「毛筆・席書会・書き初め」
○引き継がれる伝統文化を
体験する

国語科
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児童・生徒の問題行動の多様化、複雑化する中、学校だけでは解決できない事例に対応していくため、学校サ
体制を構築し、諸問題に対して、各機関の専門性を生かした多様な指導や支援を組織的に行うことが必要です。
につながるとともに、緊急時においても組織が円滑に機能し、早期解決につながります。
今回は、学校サポートチームの活用について特集します。

〈健全育成シリーズ３〉

学学学校校校サササポポポーーートトトチチチーーームムムののの 連連携携

参考資料：生徒指導の役割連携の推進に向けて 平成22年３月 国立教育政策研究所生徒指導研究センター

学校と関係機関等との行動連携を一層推進するために 学校と関係機関との行動連携に関する研究会

◆ 校内外での児童・生徒の状況把握
◆ 教員間の情報交換
◆ 客観的な情報集約・分析
◆ 学校の課題の明確化
◆ 取組のための指導の根拠資料作成

○学校の取組体制

○関係諸機関等との行動連携に向けて

学校サポート会議
○情報・問題意識の共有化 ○方針の具体化
○指導の検討 ○適切な役割分担
○指導目標の明確化（短期目標・中長期目標）

達成状況の判断
○活動報告、定期的な評価
○目標・指導計画の再設定
○指導方法等の改善

専門性を生かした活動
○指導計画作成・取組方法提案
○問題行動マニュアル等作成
○研修会、事例検討会等の実施
○防犯教室、非行防止教室等の実施
○活動記録の作成

校内や連携する各諸機
関との合意形成を図る
ことが大切です。

組織を有効に活用し機能させましょう。

情報連携から行動連携へ

実態把握

未然防止 ～日常的な連携～
○健全育成の推進 ○ネットワークの構築 ○生徒指導体制の充実

◆ 教員間の校内での役割連携
◆ 関係諸機関等との連絡・調整
◆ 指導・支援の対応後の情報収集
◆ 取組計画、内容、成果の振り返り

◆ 校内指導の取組計画の策定

◆ 教員・保護者等へ取組計画の周知

◆ 関係諸機関等との連携

取 組 方針の明確化

校内組織を構築し、学校の課題に応じて、日常的に
関係諸機関等と連携した取組を継続しましょう。

福祉関係
部署

児童

児童相談所へ
ルワーカーが福
ポートチームを
母親への心理的
関との行動連携

・家庭環境・地
・児童の一時保
定期的な面談

・学校と連携し

・家庭環境や生
・母親への生活
・学校の指導と

・家庭環境の状
・母親や児童へ
＜連携の成果＞
・継続的な指導
児童虐待の解

虐待への対応

児童・母親への

学校の方針

家庭への支援

児童虐待への
当該児童は、

するなど、改善
待も疑われるよ

警察署

当該生徒・保護者への継続的な働きかけを行うとともに、ス
クールカウンセラーと連携し、問題行動の背景や原因の分析を
行い、共通理解を図った。サポートチームを召集し、生徒の状
況、問題行動への対応、日常生活への支援、家庭への支援等共
通理解し、各諸機関との行動連携の指針を決定した。

警察や保護司との連携

・生活指導部と連携した暴力行為や器物破損等への指導
・教員と協働での地域のパトロールの実施
・保護観察官と協働し保護観察に当たり、学校と指導方法な
どについて協議し定期的な面談による指導

民生児童委員や地域関係者との連携

・家庭訪問を行い、生活状況の指導や日常の相談
・地域において、挨拶運動等を実施し生徒の見守りや日常的
な声掛け

児童相談所や子ども支援センターとの連携

・生徒へのカウンセリング等の支援
・保護者との面談及び子育てへの支援
＜連携の成果＞
・地域の大人への声かけに対し応えるようになった。
・暴力行為が減少し、落ち着いた学校生活を送るようになり、
学年集団も受容的な態度が見られるようになった。

非行行為への対応

学校の方針

問題行動を繰り返す生徒への対応 （例）
当該生徒は、保護観察中であるが、学校で同級生に暴言

や暴力、器物破損など問題行動を繰り返している。学校は、
様々な指導を行うが、改善が見られない。

家庭への支援

更生へ向けた行動連携

平成24年２月29日発行〔第３号〕 所 報 た ま じ む
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ポートチームは、東京都の公立小・中学校の全校に設置されました。学校と関係諸機関等が一体となりサポート
学校の健全育成上の課題を明確にして、関係諸機関等と日常的な連携を進めることにより、問題行動の未然防止

平成24年２月29日発行〔第３号〕

ムムのの 連連連携携携ををを効効効果果果的的的ににに進進進めめめるるるたたためめめににに

学校と関係機関等との連携～学校を支える日々の連携～ 平成23年3月 国立教育政策研究所生徒指導研究センター

学校サポートチームによる健全育成の推進 平成22年3月 東京都教育委員会

地域関係者

保護司相談所

学校
･スクールカウンセラー
･スクールソーシャルワーカー

通告を行うとともに、学校のスクールソーシャ
祉機関と連絡を取りながら対応を始めた。サ
召集し、児童の状況、虐待への対応、児童・
なケア、家庭への支援等共通理解し、各諸機
の指針を決定した。

児童相談所との連携

域状況・生活歴などの調査
護の措置を視野に入れた、母親への指導及び
によるカウンセリング等の支援
た児童へのカウンセリング等の支援

民生（主任）児童委員との連携

活状況を把握するための日常的な家庭訪問
や子育てについての相談及び支援
連携した児童のへの声掛けや面談

福祉関係部署との連携

況によって、経済的な支援
の子育て支援

・支援により母親の精神的な安定が図れ、
消につながった。

心理的ケア

早期解決 ～緊急時の連携～
○問題行動発生時の対応 ○指導困難な状況への対応

関係諸機関等の専門性を生かした行動連携

虐待解消へ向けた行動連携

日常生活への対応

対応 （例）
欠席が目立つようになり、学校は家庭訪問
へ向け努力をしていた。母親からの児童虐
うになった。

教育委員会

民生（主任）
児童委員

地域関係者

保護司

福祉関係
部署

児童相談所

学校
･スクールカウンセラー
･スクールソーシャルワーカー

警察署

教育委員会

民生（主任）
児童委員
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登録番号（23）３発行／東京都多摩教育事務所

情 報

平成24年２月９日（木）に、多摩教育センターホールで開催した今回の会には、公立・私立学校の教

員、大学関係者、教育行政関係者等、約450名の参加がありました。

今年度は、コミュニケーションを言葉による意味や感情をやりとりする行為と捉え、学校における日

頃からのコミュニケーションを充実させることにより、児童･生徒同士の協同的な関係が育まれ、集団

としての学習力を高めていくことができると考えました。そこで、授業と授業以外の日常的な生活場面

の両方の視点から、「学習コミュニケーション部会」、「生活コミュニケーション部会」の二つの部会を

構成し、研究を進め、実践を通して成果を分析・考察することにより、次の点が明らかとなりました。

◆ 研究報告書については、各学校に配布されるとともに、東京都多摩教育事務所ホームページからダウンロード
できます。「コミュニケーションの充実を図った授業づくり」、「日常の生活場面における指導の工夫」などにつ
いて、校内研修会等で、御活用ください。また、「出前報告会」として多摩教育事務所の指導主事が報告を行わ
せていただきます。ぜひ、お役立てください。

東東京京都都多多摩摩地地区区教教育育推推進進委委員員会会報報告告会会をを開開催催ししままししたた！！

〈研究主題〉 コミュニケーションの充実を図る教育活動の推進
―協同的な関係を築き、集団としての学習力を高めるために―

◆ 学習集団の状態を分析し、その状態に応

じた適切な手だてを講じていくことが、児

童・生徒同士の関係性をより強めるととも

に、主体的な学習態度につながるなど、教科

等のねらいを達成するために効果的でした。

◆ 「集団と「個」という二つの視点を明確

にした授業づくりを進めてきたことで、多

様な考えから集団の考えを発展させ、課題

解決を図るとともに、児童・生徒の一人一

人が自己の考えを再構築することができ、

教科等のねらいに迫ることができました。

◆ 児童・生徒相互の人間関係をより高めて

いくためには、生活場面のねらいを明確に

し、そのねらいに即して育てたい人間関係

を形成するためのコミュニケーションを図

る活動を意図的・計画的に設定することが

大切です。

◆ 学校生活全般を通して、各教科等との関

連を図りながら生活場面における活動を意

図的・継続的に行っていくことにより、一

人一人の児童・生徒にコミュニケーション

の力を身に付けることができました。

生活コミュニケーションの充実

講 評 日本教育大学院大学客員教授・元お茶の水女子大学教授 村松 賢一 先生

１ 「報告」に学ぶ
コミュニケーションには情意的領域と論理的領域がある。コミュニケー
ション能力の育成に当たっては、そのバランスをとることが重要である。
その点、本研究が「生活」場面と「学習」場面を総合的に捉え、指導の
手だてを具体的に提案されたことを高く評価したい。特に、制度的な区
分にとらわれず、「学習」集団、「学級」集団の育ち具合に応じた対応策
を具体的な実践事例を交えて示された点は、現場の教師にとって有益な
ことではないかと思う。理論的にも、「学習」コミュニケーションの「指導ポイント」の体系的な整
理は、今後のコミュニケーション教育論議を大きく前進させるものと信じる。

２ 今後の課題
コミュニケーション能力は多様なコミュニケーションを経験する中でしか身に付かない。ただ、同

時に、コミュニケーションの価値や仕組みなどを学び、コミュニケーションリテラシーを高めること
も極めて重要である。もう一点強調したいのは、「話すこと・聞くこと」を取り立てた指導を、短時
間でよいので継続的に（週１回程度）積み重ねることである。実際、朝の時間などを活用して全学年
で対話学習を実施し、目覚しい成果を上げている例がある。なお、その際は、自らの言語活動を二次
教材として、言葉の使い方や相手の言葉の受け方、返し方などを振り返るメタ学習が最も効果的であ
る。ぜひ、挑戦していただきたい。

学習コミュニケーションの充実




